
 四日市市教育長の給与及び旅費に関する条例をここに公布する。 

平成２７年３月２３日 

四日市市長  田 中 俊 行   

 

四日市市条例第２４号 

四日市市教育長の給与及び旅費に関する条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、四日市市教育長（以下「教育長」という。）の給与及び旅

費に関して必要な事項を定めるものとする。  

（給料）  

第２条  教育長の給料の額は、四日市市職員給与条例（昭和２４年四日市市条例

第１５号。以下「職員給与条例」という。）別表第１給料表の９級の職員の給

料及び四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（昭和５９年四日市

市条例第７号。以下「市長等の給与等に関する条例」という。）の市長等の給

料との権衡を考慮し、市長が定める。  

（諸手当）  

第３条  教育長には通勤手当及び期末手当を、市長等の給与等に関する条例に定

める諸手当の例により支給する。  

（支給方法）  

第４条  前２条に定める給与の支給方法は、職員給与条例に定める一般職に属す

る職員の例による。  

（退職手当）  

第５条  教育長が退職した場合には、退職手当を支給する。  

２  退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に教育長としての在

職月数を乗じて得た額に１００分の１７を乗じて得た額とする。  

３  前２項に定めるもののほか、教育長の退職手当の支給については、市長等の

給与等に関する条例に定める退職手当の例による。  

（旅費）  

第６条  教育長の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例（昭

和３８年四日市市条例第５号）に定める職務の級９級の職員の例による。  

附  則  

（施行期日）  



１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際現に在職する教育長（地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）による改正前の地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１６

条第１項の教育長をいう。（以下、「現教育長」という。））の教育委員会の

委員としての任期中においては、この条例の規定は、適用しない。  

 （四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の廃止）  

３  四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例（昭和２８年四日市市条例第３１号）は、廃止する。ただし、現教育長

の教育委員会の委員としての任期中においては、なおその効力を有する。  

（教育委員会教育総務課）  


